事前現地視察・個別説明会　実施要領
１．目的
本要領は、栄本町コミュニティセンター跡地再整備事業に係る公募型プロポーザルの実施に先立ち、事業者による現地確認及び理解促進を目的として実施する事前現地視察及び個別説明に関し、必要な事項を定めるものです。
２．対象事業
栄本町コミュニティセンター跡地再整備事業
（既存建物を活用した設計施工一括方式（DB方式）による再整備事業）
３．実施概要
・実施期間：令和8年4月1５日（水）～5月８日（金）
・実施時間：10:00～17:00
・所要時間：1社あたり概ね2時間程度
・実施形式：個別対応（完全予約制）
４．申込方法
（１）所定の申込様式に必要事項を記入のうえ、指定のメールアドレスへ提出してください。
（２）メール送付後、必ず電話にて受理確認を行ってください。
（３）申込受付後、池田市都市政策課より日程調整の連絡を行います。
５．実施方法
（１）現地視察及び説明は、市職員が同行のうえ実施します。
６．参加ルール
（１）申込は1社単位とします。
（２）複数社での同時参加は認めません。
（３）複数回の申込は可能とします。
（４）参加人数は必要最小限としてください。
７．禁止事項
（１）事前申込なしでの来場
（２）他社との共同参加
（３）現地における無断撮影・録音（必要な場合は事前に協議すること）
８．留意事項
（１）必ず事前申込を行ってください。
（２）日程は調整のうえ決定します。
（３）当日の状況により、時間を調整する場合があります。
９．免責事項
（１）本視察は公募前の事前予告として実施するものであり、今後の状況により公募を実施しない場合があります。
（２）本視察及び説明への参加に伴う費用等について、本市は一切の責任を負いません。
１０．問い合わせ先
池田市 都市整備部 都市政策課　（担当：萩原、鈴木）
TEL：072-754-6281
E-mail：t-seisaku@city.ikeda.osaka.jp
